
資 金 収 支 計 算 書 【資金収支計算書について】

平成１８年　４月　１日から 　　学校法人会計基準では、既述の消費収支計算書のほかに、資金ベースでの収支を表わすものとして

平成１９年　３月３１日まで 　資金収支計算書の作成が義務づけられています。内容は、消費収支計算書と重複する部分が多くあり
     (単位  円） 　ます （例：消費収支計算書の「学生生徒等納付金」が、資金収支計算書では「学生生徒等納付金収入」

 収 入 の 部 　という科目名称で記載されており、その内容・金額とも同一です。）が、資金収支計算書にのみ表示され
　るものもありますので、以下に、資金収支計算書にのみ表示される科目の概略を説明します。

学生生徒等納付金収入 　 1,365,500,000 　 1,351,621,495 　 13,878,505
手  数  料  収  入 　 21,210,000 　 15,248,880 　 5,961,120
寄  付  金  収  入 　 5,500,000 　 4,817,392 　 682,608
補  助  金  収  入 　 192,150,000 　 183,914,194 　 8,235,806
　国庫補助金収入 　 168,770,000 　 159,476,000 　 9,294,000
　地方公共団体補助金収入 　 23,380,000 　 24,438,194 △ 1,058,194
資  産  運  用  収  入 　 33,000,000 　 32,435,120 　 564,880
事  業  収  入 　 2,949,000 　 5,
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